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山形県訓令第20号

庁 中

出 先 機 関

山形県建設工事検査規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成21年９月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県建設工事検査規程の一部を改正する訓令

山形県建設工事検査規程（昭和55年４月県訓令第10号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「完成検査、一部完成検査及び中間検査」を「検査」に、｢2,000万円超の完成検査等」を ｢2,000

万円超の検査」に改め、同条第２項中「出来形検査並びに」を削り、「完成検査、一部完成検査及び中間検査」を

「検査」に改め、同条第３項中「2,000万円超の完成検査等」を「2,000万円超の検査」に改める。

附 則

この訓令は、平成21年10月１日から施行する。

告 示

山形県告示第842号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、最上総合支庁建設部建設総務課において平成21年９月15日から同月28日まで縦覧に供する。

平成21年９月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 道路の種類 県 道

２ 路 線 名 曲川新庄線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長
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選挙管理委員会関係

告 示

山形県選挙管理委員会告示第89号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の

１の数、同法第76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和31年法律第162号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の１を乗じて得た数

と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算した数並びに地方自治法第80条第１項に規定する選挙区における選挙権

を有する者の総数の３分の１の数は、次のとおりである。

平成21年９月15日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会

委 員 長 熊 谷 誠

選挙権を有する者の総数の50分の１の数 19,423人

選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算

した数 228,520人

県議会議員の選挙における選挙区ごとの選挙権を有する者の総数の３分の１の数

延 長敷地の幅員旧新の別区 間

メートル

250.0
メートル18.0～

4.4
旧

最上郡鮭川村大字曲川字小芦沢4300番69から

同 字滝ノ沢953番５まで

同 上
メートル24.0～

8.0
新同 上

３分の１の数選 挙 区 名３分の１の数選 挙 区 名３分の１の数選 挙 区 名

人12,516西 村 山 郡人7,694村 山 市人67,970山 形 市

人13,220最 上 郡人8,176長 井 市人23,885米 沢 市

人12,004東 置 賜 郡人16,923天 童 市人38,081鶴 岡 市

人9,278西 置 賜 郡人12,495東 根 市人35,935
酒 田 市 ・

飽 海 郡

人8,644東 田 川 郡人7,902
尾 花 沢 市 ・
北 村 山 郡

人10,600新 庄 市

人9,396南 陽 市人11,653寒 河 江 市

人7,655東 村 山 郡人9,686上 山 市
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